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第１章　総則
１　業務名
安城市デジタル人材育成推進事業企画運営業務
２　業務目的
本業務は、デジタル技術を効果的に活用の上、仲間や企業等と連携し、社会又は参加者の身近な課題解決に取り組むことができる能力を有する人材（デジタル人材）の育成、及び、若者の活躍の場の創出を目的とする。
３　履行期間
契約締結日の翌日から令和９年３月１９日まで
第２章　業務内容
１　実施計画書等の作成
　　受注者は、本業務の円滑な遂行のため、以下の計画書等を作成し、発注者の承認を得ること。また、承認された計画に基づき、各業務を遂行すること。
（１）実施計画書
事業全体の運営方針、各業務（体験講座、成果発表イベント等）の実施に向けたスケジュールが記載された実施計画書を作成すること。なお、各業務における実施スケジュールについては、契約締結後に発注者との協議により変更する場合がある。
（２）運営体制図
本業務を遂行するための責任者、主な担当者の役割分担、指揮命令系統をと事故や緊急時の連絡体制を明記した運営体制図を作成すること。
２　ワークショップの企画・運営
　　受注者は、高校生など地域の若者を対象として、デザイン思考とデジタル技術に関する学びを通じて、参加者がデジタル技術を活用した課題解決策の研究・開発を行うワークショップを企画し、発注者との協議の上実施すること。
（１）概要
　　ア　定員
３０名程度
イ　開催時期・場所
　　受注者からの提案の基づき、発注者との協議により決定する。
　　ウ　開催回数
　　　　複数回の開催を基本とし、学習効果を最大化するための適切な回数・
時間配分で提案すること。
　　エ　企画内容について
　　　　参加者が、後述する成果発表イベントにおいて発表を行うことを前提として、課題発見からデジタル技術を活用した解決策の検討、作品制作までの一連の流れを体験でき、主体的に楽しく学べる構成とする。
（２）業務内容
　　ア　会場確保及び機材、物品等の準備
　　　　受注者は、発注者と協力してワークショップ開催場所を確保すること。また、開催に必要な機材や物品を準備すること
　　イ　ワークショップ開催準備と当日運営
　　　　受注者は、ワークショップ開催に向けた資料作成等の準備と、当日における運営を行うこと。
　　ウ　参加者募集
受注者は、発注者と協力してターゲット層に効果的にアプローチを行い、
参加者を募集すること。
[bookmark: _Hlk223946697]　　エ　その他ワークショップ開催において必要となる業務
　　オ　業務実施に係る費用負担

３　成果発表イベントの企画・運営
　　ワークショップ参加者の活動成果発表など、若者の活躍の場の創出と、様々なデジタル技術に関連した体験を通じて、市民や来場者に対しデジタル社会のへの意識を高めるきっかけを提供するイベントを企画し、発注者との協議の上実施すること。
（１）概要
　　ア　開催日時
　　　　令和９年１月１１日（月・祝）
　　　　※開催時間は発注者との協議により決定する。また、会場設営、イベント開催、撤収を同日にて実施すること。
　　イ　開催場所
　　　　三井ショッピングパーク ららぽーと安城　
１階 ＳＡＩＳＯＮスタジアム

（２）業務内容
　　ア　成果発表イベント当日におけるワークショップ参加者支援
イベント当日において、成果発表を行うワークショップ参加者への
支援を適切に行うこと。
　　イ　賠償責任等に備えた保険加入
　　　　契約締結後、遅くとも発注者によるイベント会場予約申請時までに、以下の要件を満たす保険に加入すること。
　①施設所有（管理）者賠償責任保険
・イベント会場施設の使用・管理およびイベントの遂行に伴って、入
場者等の第三者に対し身体障害または財物損壊を与えた場合に、法律
上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償するもの
・保険金支払限度額の基準額：１億円（身体・財物／共通）
　②借用イベント施設損壊担保特約
・イベント時に賃借する建物および什器備品が不測かつ突発的偶然な
事故により、滅失・き損または汚損したことにより、法律上の損害賠償
責任を負担することによる損害を補償します。
　　・保険金支払限度額の基準額：５，０００万円
　　ウ　ＰＲ業務
ターゲット層に効果的に情報を届け、イベントへの来場を促進するため
の広報活動を企画し、発注者と協力して実施すること。
　　エ　その他イベント開催において必要となる業務
　　オ　業務実施に係る費用負担（ただし、会場使用料は別途発注者が負担する）


４　業務内容に係る共通事項
（１）産学官連携の推進
　　　ワークショップ・成果発表イベントの企画提案にあたり、産学官連携の推進の視点を含んだ企画内容を提案すること。
（２）個人情報の取扱い
　　　ワークショップの参加申込受付等、個人情報の収集は発注者が担うこととし、受注者には業務内において使用する範囲で提供する。
（３）記録、効果測定
　ア　写真記録
業務報告及び広報活用のため、各業務の様子を写真で記録し、発注者に
提出すること。参加者や関係者等から肖像権の使用に関する同意につい
ては、受注者が適切に取得すること。
　イ　効果測定（アンケート等）：
事業効果を測定・分析するため、以下のアンケート等を実施し、回答
データとともに提出すること。
　　　・ワークショップ
ワークショップ参加者の満足度や学習効果に関するアンケートを実施
する。
　　　・成果発表イベント
成果発表を行った者、企業、大学関係者等を対象としたアンケートを
実施する。
（４）事業実施報告書
　　　各業務の実施後において、実施報告書を作成し、提出する。報告書の作成にあたっては、記録写真やアンケートの結果等も活用しながらわかりやすい報告書の作成を心がけること。



第３章　遵守事項
（１）業務処理責任者の設置
受注者は、本業務の責任者を定め、発注者に報告すること。責任者を変更する場合も同様とする。
（２）発注者との協議
業務の進捗について定期的に発注者と協議の場を設け、指示に従うこと。
（３）個人情報の取扱い
本業務で取得した個人情報（氏名、連絡先、肖像等）について、安城市　　　個人情報保護条例を遵守し、適正に管理すること。目的外利用や第三者提供は行わず、漏えい、滅失、き損の防止措置を講じること。
（４）著作権の帰属
本業務の過程で作成した報告書、写真、デザイン等の一切の成果物に関する著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）は、安城市に帰属するものとする。また、受注者は本業務の成果物に対して著作者人格権を行使しないものとする。
（５）秘密保持義務
本業務に関して知り得た非公開の情報を、発注者の許可なく第三者に　　漏らしてはならない。本契約終了後も同様とする。
（６）再委託
本業務の主たる部分を第三者に一括して再委託してはならない。業務の　一部を再委託する場合は、再委託先の名称、業務内容等を記載した書面を提出し、事前に発注者の承諾を得ること。
（７）法令等の遵守
本業務の実施にあたっては、関連する全ての法令、条例、規則等を遵守　　すること。
（８）疑義の解釈
この仕様書に定めのない事項、または内容に疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議し、その指示に従うこと。



